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文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 

 

 

令和４年度大学入学者選抜実施要項（令和３年６月４日）に関するＱ＆Ａ 

の更新について（周知） 

 

 

令和４年１月 31 日付で、オミクロン株感染拡大に対応した受験上の取扱いについ

て、「令和４年度大学入学者選抜実施要項（令和３年６月４日）に関するＱ＆Ａ」

（令和３年９月 10 日、令和３年 10 月 11 日更新、令和３年 12 月 24 日更新）（以下

「Ｑ＆Ａ」という。）を更新し、濃厚接触者の受験の取扱いとして、Ｑ63及びＱ64を

追加の上、周知したところです。 

今般、Ｑ64 に関連して、保健所業務の逼迫を理由に濃厚接触者の認定後、行政検

査が実施できない場合のタクシー等の利用の取扱いについて、Ｑ64-2 として追加し

ていますので（従前のＱ64 はＱ64-1 に変更）、ご確認いただきますようお願いいた

します。 

 各都道府県におかれては所轄の専門学校に対して，各都道府県教育委員会におか

れては所管の専門学校に対して，国立大学法人におかれてはその設置する専門学校

に対して，厚生労働省におかれては所管の専門学校に対して，本件について周知い

ただきますようお願いいたします。 

各 都 道 府 県 専 修 学 校 主 管 課 

各都道府 県 教育委員 会 専修学校主管課 

専 修 学 校 を 置 く 国 立 大 学 法 人 担 当 課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

【本件連絡先】 

総合教育政策局生涯学習推進課 

専修学校教育振興室 

木俣  

     TEL：03-5253-4111（内線：2939） 

       e-mail：syosensy@mext.go.jp 

【重要】 

 今般、濃厚接触者の受験に関連して、保健所業務の逼迫を理由に濃厚接触者の認定後、行政検

査が実施できない場合のタクシー等の利用の取扱いについて、Ｑ＆Ａを更新しましたので、周知

徹底していただきますようお願いいたします。 


